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	第１条　この細則は，大分大学福祉健康科学部規程（平成２８年福祉健康科学部設置室規程第１号）第７条第２項の規定により，大分大学福祉健康科学部就職進路委員会（以下「委員会」という。）に関し必要な事項を定める。
	第２条　委員会は，大分大学福祉健康科学部（以下「本学部」という。）の学生の就職及び進路に関する事項について企画，連絡及び調整を行い，並びに次の各号に掲げる事項について審議を行う。
	第３条　委員会は，次の各号に掲げる委員をもって構成する。
	３　委員長は，緊急の場合その他やむを得ない事態が発生したときは，その事態に対する措置を決定し，事後，委員会の承諾を得るものとする。
	第８条　委員長が必要と認めるときは，委員以外の者を会議に出席させ，必要な協力を依頼することができる。
	第１０条　委員会に関する事務は，福祉健康科学部事務部学務係において処理する。

